
令和７年５月号 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 　
  　

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

興 部 警 察 署 
署 所 在 地 交 番 

 
℡ 82-2110

 
 
 
 
  　 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎　交通ルール・マナーを守る　
 

　　自転車は幅広い世代で使用される乗り物でありますが
  交通ルールやマナーを守らなければいけません。

 

　　自転車は「軽車両」であり、車の仲間です。
 

　　『ながらスマホ』や『飲酒運転』などの危険な運転は
　していませんか？

 

　　令和６年１１月１日から、自転車の危険な走行に罰則
　が設けられています。　　

 

　
 

    信号や一時停止、歩行者優先など交通ルールをしっか
 　り守り、交通事故防止に努めましょう。

 

◎　へルメット着用促進 

　　令和５年４月１日から自転車利用者に対するヘルメッ
　ト着用が努力義務となりました。

 

　　頭部の損傷は致命傷となったり、重度の後遺症が残る
　場合があります。事故の衝撃から頭部を守るため、必ず
　ヘルメットを着用しましょう。

 

　　北海道警察では、札幌の専門学生と制作したヘルメッ
　ト着用を呼びかける動画を公開しています是非視聴して
　ください。

 

　　　
 

    「思いをつなぐその日まで－大切なものを守るために－」 
 

　　　　　　　　　　ＱＲコードはこちらから→


